
事業終了報告書提出について  

 

事業終了後は、速やかに後援事業終了報告書を審査担当課へ提出ください。 

（自治体にもよりますが、事業終了後１週間～1 ヶ月以内） 

※イベントの中止・変更があった場合も報告提出が必要です。 

 

① 後援事業終了報告書（様式確認） 

② 添付書類 

・収支決算書 

・事業内容がわかるもの（プログラムや配布チラシ、大会結果など） 

 

【ママと子どもの子育てラボ報告書例】 

 

 



 



   


